
                               
 

令和 ６年８月１５ 日 

報 道 発 表 資 料 

川崎市（危機管理本部） 

 

令和６年度台風第７号への本市の対応について（第１報） 

（令和６年８月１５日１５時４５分現在） 

 

 

台風第７号が接近していることを受けて、次のとおり、川崎市におきまして「災害

警戒本部」を設置し、会議を開催いたしましたのでお知らせいたします。 

 

１  川崎市災害警戒本部の設置日時 

令和６年８月１５日（木）１５時００分 

 

２ 災害警戒本部の設置場所 

川崎市川崎区宮本町１番地 

 

３ 市長メッセージ 

別紙のとおり 

【問合せ先】 

川崎市危機管理本部危機管理部 担当 

電 話 ０４４－２００－２４７８ 



市長メッセージ 
 
市民の皆様 

 
台風第７号は、１６日（金）に強い勢力で関東に接近し、気象台によれば、早

ければ１６日の午前３時ごろから大雨警報等が発令される可能性があります。 
そのため、本日（１５日）１７時を目途に全避難所を開設し、高齢者等避難を発

令いたします。避難に時間のかかる高齢者や障害のある方は、早めの避難をお願

いいたします。（水・食料などは、ご持参くださいますよう、ご協力をお願いい

たします。） 
なお、市からの情報は、市ホームページ又は「かわさき防災アプリ」などで発

信いたしますので、今後の台風情報とあわせてご確認ください。また、災害への

備えの再確認をお願いいたします。 
 
令和６年８月１５日 １５時４５分 
川崎市長 福田 紀彦 



令和６年８月１５日 
１５：００～ 

災害対策本部室 
 
 

台風第７号の接近に伴う災害警戒本部会議（第１回） 
 

【進行】柴田危機管理監 
 
１台風概況報告・避難所開設 
・進路等の現状及び予想 
・今後の対応 
 

２情報共有・確認 
 

 
３本部長指示 

 
 
 

４事務連絡等 
 



台風第７号への対応について 
 

１ 気象台等からの情報 
（１）本予報は、予報円の中心を通過した場合のものであり、左寄りになった 

場合は悪化の可能性がある。 
（２）雨は、多いところで 1 時間５０ｍｍ、累計は、多いところで１６日１２

時までに１００ｍｍ、その後１７日１２時までに１００ｍｍ 
早ければ、雨雲の発達の程度等によっては、１６日３時ごろから大雨

（土砂）・洪水警報の可能性あり。   
（３）風は、１６日未明から強まり、風速約２０ｍ、１６日昼から警報の可能 

あり。 
（４）小河内ダム周辺の降水量は、確認中（余水吐放流の予定はない（許容 

量）） 
（５）大丸用水は、稲城市と連絡確保ずみ。明日以降、稲城市が水門を閉鎖予 
  定 
（６）鉄道各社（川崎周辺）は、計画運休は１２時時点ではない。 
（７）京浜河川事務所は、通常体制 
 
２ 今後の対応 
（１）川崎市災害警戒本部体制をとる。 
（２）１５時に第１回警戒本部会議を開催（災害対策本部室）し、以下を指示 

する。 
    

   第１回警戒本部決定事項 
 

１ 本日１５時００分に、川崎市災害警戒本部を設置した。 
 
２ 本日１７時００分までに全避難所を開設すること。 
この際、避難所運営支援要員を派遣する。 

 
３ 本日１７時００分に高齢者等避難を発令する。避難指示は気象状 
況等に応じて判断する。 

 
    
 
 





 
 

   警戒本部長指示 第１号 
 

１ 市民の安全確保を最優先とすること。 
そのために、事前に避難所を開設する。教育委員会と各局区は連 

携して、確実に学校・校舎が開放されるようにすること。また、各 
局は所要の避難所運営支援要員を派遣すること。   

 
        ２ 避難所の開設にあたっては、風水害に対応した階を開設するとと 

もに、冷房のある特別教室なども使用すること。 
 要員の到着や開設状況などは、本日１７時までに、総合防災情報 
システムで報告すること。 
 避難者が必要とした場合、備蓄物資を提供すること。 

 
３ 職員の安全確保に注意すること。 

 
４ 今後の気象状況等に応じて、柔軟に対応すること。 

 
５ 各局区の情報の共有に留意すること。特に総合防災情報システム 
を活用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


